
　　　　　　　　　主　　　　文
　　　　　原判決中、判示第二の１ないし１２の罪および同第三の罪に関する部分
を破棄する。
　　　　　被告人を当審認定の第一の罪（原判示第二の１ないし１２の罪に照応す
るもの）につき罰金一三、〇〇〇円に、当審認定の第二の罪（原判示第三の罪に照
応するもの）につき罰金二、〇〇〇円に各処する。
　　　　　右各罰金を完納することができないときは金五〇〇円を一日に換算した
期間被告人を労役場に留置する。
　　　　　原判決中、判示第一の（一）ないし（四）の各罪および同第一の（五）
ないし（九）の各罪に関する控訴を棄却する。
　　　　　　　　　理　　　　由
　本件控訴の趣意は、弁護人樋口文平、同遣水祐四郎名義の各控訴趣意書に記載さ
れたとおりであるから、これを引用する。
　一、　いずれも職権をもつて調査すると、
　（一）　原判決は、判示第二の１ないし１２の古物営業法違反の事実につき、被
告人の自白たる被告人の原審公判廷における供述ならびに被告人の司法警察員に対
する昭和四一年一月二六日付、同年同月二八日付および同年三月一六日付各供述調
書および被告人の検察官に対する昭和四二年六月三〇日付供述調書（ただし、記録
三五二丁以下のもの）のほか、Ａ（二通）、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、ＦおよびＧの司法警
察員に対する各供述調書をもつてこれを認定したものと解すべきところ、記録によ
ると、右Ａら七名の各供述調書には、いずれも、同人らが被告人との間に判示中古
自動車の各売買をなした旨、ないし同人らにおいては被告人が古物商の許可を受け
ているか否かを知らない旨の各供述が記載されているにすぎないことが認められ
る。
　<要旨第一>ところで、古物営業法第六条、第二七条の規定による無許可営業の罪
においては、被告人の営業行為自体に</要旨第一>ついてのみならず、被告人が所定
の営業許可を受けていなかつたという事実についても、被告人の自白を補強するに
足りる証拠の存在することが必要であるものと解すべきである。そうすると、原判
示第二の１ないし１２の事実については、原判決の引用証拠中に被告人の自白を補
強するに足りる証拠が存在しないことに帰するので、原判決には、右事実に関する
部分について訴訟手続の法令違反があるものというべく、この違反は判決に影響を
及ぼすことが明らかであるから、原判決中右の罪に関する部分は、この点において
破棄を免れない。
　（二）　原判決は、判示第二の１ないし１２の古物営業法違反の事実および同第
三の道路交通法違反の事実につき、法令の適用を示すにあたり、判示第二の１ない
し１１の罪および同第三の罪と判示確定裁判を経た一の罪とが刑法第四五条後段の
併合罪であり、また、判示第二の１２の罪と判示確定裁判を経た二の罪とが同法第
四五条後段の併<要旨第二>合罪であるとして、それぞれ処断していることが明らか
である。しかしながら、なるほど原判示第二の１ないし</要旨第二>１１の事実とそ
れに続く同１２の事実との中間に判示一の罪にかかる確定裁判が存在するのではあ
るけれども、そもそも判示第二の１ないし１２の所為は、その全部が一個の営業犯
として一罪をなすものと解すべきであり、このように、営業犯の中間に別罪の確定
裁判が介在しても、そのためにその営業犯が二個の罪に分割されるものではないの
であつて、この場合、その営業犯は、右別罪の裁判確定後に終了したものであるか
ら、右確定裁判を経た罪とは刑法第四五条後段の併合罪の関係に立つものではない
と解すべきである。そうすると、原判決が、判示第二の１ないし１１の事実を判示
確定裁判を経た一の罪と刑法第四五条後段の併合罪の関係にあるものとし、判示第
三の罪との関係で同法第四八条第二項をも適用し、また、判示第二の１２の事実の
みをもつて判示確定裁判を経た二の罪と同法第四五条後段の併合罪の関係に立つも
のとして、それぞれ処断したのは、併合罪に関する法令の適用を誤つたものという
べく、この誤りは判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、原判決中、判示第
二の１ないし１２の罪および同第三の罪に関する部分は、この点において破棄を免
れない。
　（三）　原判決は、判示第三において、被告人が、判示普通貨物自動車を運転し
て大型貨物自動車に追従進行中、同車が停車したのでその右側方を時速約三〇キロ
メートルで追い抜こうとした際、後方の安全を確認せずに急に右に寄つたため、折
から後方から進行してきた判示普通乗用自動車の左側面に自車右側部を衝突させ、
もつて他人に危害を及ぼすような速度と方法で運転したものであるとの事実を認定



したうえ、これにつき道路交通法第七〇条、第一一九条第一項第九号を適用処断し
ていることに徴すると、右事実が故意犯としての同法第七〇条違反の罪にあたると
の見解を採つたものと解される。（なお同条に違反する所為は、それが過失による
場合においても同法第一一九条第二項により処罰される。）ところが、原判決は、
被告人の同法第七〇条に違反する右自動車運転行為が、故意によるものであるこ
と、ことに他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転すべき義務発生の前提
要件事実である道路、交通等の具体的状況につき認識していたことについて、これ
を首肯するに足りる判示を何らしていないばかりでなく、被告人が後方の安全を確
認しないで急に右に寄つて運転した旨、被告人の運転行為がむしろ過失によるもの
であるかのような判示をもしているのであつて、つまりは故意犯としての右法条違
反の犯罪事実の明示に欠ける点があるものというほかないから、原判決には理由不
備の違法があるものというべく、原判決中、判示第三の罪に関する部分はこの点に
おいても破棄を免れない。
　二、　論旨は、被告人に対する原判決の量刑は不当に重いと主張するけれども、
判示第二の１ないし１２の罪および同第三の罪に関する部分については、前説示の
ように、いずれも法令違反による破棄事由があるから、それらの部分に関する控訴
趣意に対する判断を省略し、判示第一の（一）ないし（四）の各罪および同第一の
（五）ないし（九）の各罪に関する原判決の量刑の当否を検討すると、記録および
当審における事実取調の結果により明らかな右各犯行の動機、経緯および態様、こ
とに被告人には、本件各自動車窃盗と同種の犯行態様にかかる窃盗未遂罪の前科が
あり、その刑の執行猶予期間中に本件各犯行に及んだものであることなどの情状を
合わせ考えると、被告人の刑事責任はきびしく追及されるべきものというほかはな
いから、被告人の年令、経歴、家庭の状況、さらには、本件窃取にかかる自動車七
台のうちの五台がすでに被害者の手許に返還され、その余の二台分については、被
告人が、被害者に対し弁償金を支払うこととしてこれとの間に示談をなし、かつそ
の金員の一部を支払つたことなど所論のような被告人のため有利に斟酌すべき事情
を考慮しても、被告人を判示第一の（一）ないし（四）の各罪につき懲役一〇月
に、同第一の（五）ないし（九）の各罪につき懲役一年にそれぞれ処した原判決の
量刑が不当に重いものであるとは考えられない。論旨は理由がない。　そこで、原
判決中、判示第一の（一）ないし（四）の各罪および同第一の（五）ないし（九）
の各罪に関する部分に対する控訴は理由がないから、刑事訴訟法第三九六条により
これを棄却し、判示第二の１ないし１２の罪および同第三の罪に関する部分は同法
第三九七条第一項、第三七八条第四号（判示第三の罪に関して）、第三七九条（判
示第二の１ないし１２の罪に関して）、第三八〇条（判示第二の１ないし１２の罪
および同第三の罪に関して）によりこれを破棄し、同法第四〇〇条但書に則り、さ
らにつぎのとおり判決する。
　（当裁判所が確定する犯罪事実）
　第一、　原判示第二の１ないし１２の事実と同一であるから、これを引用する。
　第二、　被告人は、昭和四〇年六月三〇日午前一一時一〇分頃、仙台市ａｂ番地
先の道路上において、普通貨物自動車を運転し、大型貨物自動車に追従して進行
中、同車が停車したのでその右側方を追い抜こうとした際、折から自車右後方より
Ｈの運転する普通乗用自動車が進行して来るのをバツクミラーで認めたのに、時速
約三〇キロメートルの速度のまま急に右に寄つて進行し（なお、その結果同自動車
の左側部に自車右側部を衝突させた。）、もつて道路および交通の状況に応じ他人
に危害を及ぼさないような速度と方法で自動車を運転しなければならない義務に違
反したものである。
　（証拠の標目）
　一、　右第一の事実につき
　（一）　原審第三回および第五回各公判調書中の被告人の各供述記載
　（二）　被告人の検察官に対する昭和四二年六月三〇日付供述調書（ただし、記
録三五二丁以下のもの）
　（三）　被告人の司法警察員に対する昭和四一年一月二六日付、同年同月二八日
付および同年三月一六日付各供述調書
　（四）　坂木重盛（二通）、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、ＦおよびＧの司法警察員に対する
各供述調書
　（五）　宮城県公安委員会委員長名義の証明書
　二、　右第二の事実につき
　（一）　原審第三回および第五回各公判調書中の被告人の各供述記載



　（二）　被告人の検察官に対する昭和四二年六月三〇日付供述調書（ただし、記
録二三一丁以下のもの）
　（三）　被告人の司法警察員に対する昭和四〇年七月一日付供述調書
　（四）　Ｈの司法警察員に対する供述調書
　（五）　司法警察員作成の昭和四〇年六月三〇日付実況見分調書
　（法令の適用）
　当裁判所が確定した被告人の各犯罪事実に法律を適用すると、被告人の右第一の
所為は包括して古物営業法第六条、第二七条、罰金等臨時措置法第二条に、右第二
の所為は道路交通法第七〇条、第一一九条第一項第九号、罰金等臨時措置法第二条
に各該当するところ第一の罪と原判示確定裁判を経た二の罪とは刑法第四五条後段
の併合罪であるから、同法第五〇条により、いまだ裁判を経ない第一の罪につきさ
らに処断することとし、所定刑中罰金刑を選択し、その金額の範囲内において、諸
般の情状にかんがみ被告人を罰金一三、〇〇〇円に処し、第二の罪と原判示確定裁
判を経た一の罪とは同法第四五条後段の併合罪であるから、同法第五〇条により、
いまだ裁判を経ない第二の罪につきさらに処断することとし、所定刑中罰金刑を選
択し、その金額の範囲内において、諸般の情状にかんがみ被告人を罰金二、〇〇〇
円に処し、同法第一八条により、右各罰金を完納することができないときは金五〇
〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置すべきものとし、主文のとおり判
決する。
　（裁判長判事　有路不二男　判事　西村法　判事　桜井敏雄）


